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平成１７年４月８日付け被告準備書面（１４）による主張に対する反論その２（原

告主張の概要再論） 

 

被告は，平成１７年４月８日付け準備書面（１４）の第４において，報償費使用

に係る「決裁書」を開示した場合の不都合性について縷々主張し，本件各行政文書

は法５条３号，６号の不開示事由に該当すると主張する。この点について，原告は

これまでに十分な反論を行ったところであるが，再度，要点を述べることにする。 

また，被告は，いわゆる「五類型」文書に関し，法５条１号の不開示事由を追加

しているので，この点についても必要な限度で反論を行うことにする。 

 

１ 行政文書は原則公開 

情報公開法第５条は，行政機関の長は，開示請求があったときは，開示請求さ

れた行政文書に「不開示情報」が記録されている場合を除き，開示請求権者に対

し，行政文書を開示しなければならないと規定する。この規定は，「不開示情報」

が記録されている場合以外は開示しなければならないとして，あくまでも行政文

書の開示が原則であることを明らかにするとともに，行政機関の長に開示を義務

づけている。すなわち，行政文書の「不開示」はあくまでも例外であること，「不

開示情報」が記録されている場合を除いて，行政機関の長は裁量によって開示し

ないという対応をとることは許されず，必ず開示しなければならないことを示し

ている。 

 

２ 不開示事由の主張立証責任と裁判所の役割 

情報公開法が行政文書の原則公開を定めていることからも明らかなとおり，不

開示事由の主張立証責任は，法 5 条のいずれの事由についても，行政機関の長で

ある被告にあることはすでに繰り返し述べたところである。 

なお，同法５条３号は「行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情
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報」と規定し，同条６号の「おそれがあるもの」との規定とは異なっているが，

この規定が主張立証責任を転換するものでないことは，立法過程に関する国会で

の論議も踏まえ，平成１３年１１月２２日付原告準備書面（１）で詳細に述べた

とおりである。したがって，同条５号においても，行政機関の長は，少なくとも，

「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国

際機関との交渉上不利益を被るおそれ」のある情報であること，「おそれがある

と行政機関の長が認めるについての相当の理由」について主張立証責任を負って

いる。 

そして，松井茂記教授が指摘するように，情報公開の先進国であるアメリカの

情報公開においても外交情報に関する不開示事由は濫用される危険が高いので，

裁判所は，行政機関の判断を尊重すべきではあるが，行政機関の主張をうのみに

すべきではなく，独自の立場から開示拒否の根拠が具体的に示されているかどう

かきちんと審査すべき義務を負うのである。 

 

３ 行政機関の長が主張・立証すべき内容 

行政機関の長が，情報公開法の不開示事由についてどの程度の主張立証責任を

負うかについては，平成１５年３月２５日付原告準備書面（５）等で詳細に述べ

たところである。以下，要点について簡潔に述べることにする。 

行政機関は，国民の利益を保護するため，行政運営における公正の確保と透明

性の向上を図るように職務を執行する義務を負っている（行政手続法第１条）。

そして，行政機関は，申請により求められた許認可等を行う場合，あるいは不利

益処分を行う場合には，当該法令の定めにしたがって判断するために必要とされ

る基準（審査基準，処分基準）を事前に定め，その基準に従って判断を行うこと

が要求され（同法５条，同１２条），拒否処分の際には当該処分の理由を示すこ

とが義務づけられている（同法第８条，同１４条）。 

行政手続法を受けて，外務省は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律
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に基づく開示決定等に関する審査基準（乙１３。以下「審査基準」という。）を

設けている。したがって，外務大臣は，情報公開請求に対する処分を行う場合に

は，少なくとも審査基準にしたがって慎重に審査し，不開示処分を行う場合には

審査基準のどの基準に該当するかについて具体的に説明する義務を負っている

のであり，これがなされない以上，不開示事由について主張・立証責任を尽くし

たとは言えず，不開示処分は違法となる。 

 

４ 法５条３号の主張・立証内容 

審査基準の内容については，平成１５年３月２５日付原告準備書面（５）で詳

細に述べたとおりであるが，以下，審査基準（乙１３号証１５頁以下）にしたが

って概要を述べると次のとおりである。 

（１）まず，「国の安全が害されるおそれ」とは，国の独立と平和が直接侵略及び間

接侵略に対し守られている状態，国民の生命が国外からの脅威等から保護され

ている状態，国の存立基盤としての基本的な政治方式及び経済・社会秩序の安

定が保たれている状態が危機にさらされることとされている。次に，「他国若

しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」とは，他国等との取決め又

は国際慣行に反したり，他国等の意思に一方的に反したり，他国等に不当に不

利益を与えるなど，相互の信頼に基づき保たれている正常な関係に支障が生じ

る状態となることとされている。さらに，「他国若しくは国際機関との交渉上

不利益を被るおそれ」とは，他国等との現在進行中の又は将来予想される交渉

において，我が国が望むような交渉成果を得られなくなるか，我が国の交渉上

の地位が低下する場合をいうとされている。ただし，これらの「おそれ」とは，

単なる確率的な可能性ではなく，法的保護に値する程度の蓋然性が具体的に予

想される場合に限られている（同 3 頁）。 

（２）以上の審査基準にしたがうならば，被告は，原告が公開を求めた対象文書を

不開示とするからには，各文書ごとに審査基準のどの要件に該当するのか，ま
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たそのように判断した理由は何かを具体的に主張・立証すべきである。 

ところが，被告は，審査基準に基づき不開示事由を主張・立証しないばかり

か，法５条３号の要件とは無関係な，Ａ）情報収集等の事務，Ｂ）外交交渉（二

国間交渉）等の事務，Ｃ）国際会議への参加等の事務（多国間交渉）との要件

を持ち出し，被告準備書面（１４）ではＡ）ないしＣ）をそれぞれ細分化した。

そして，被告は，報償費使用に関する秘密保持の必要性や開示した場合の不都

合性を異常なまでに強調した上，①情報提供者や協力者の立場への悪影響，②

他の情報提供者，協力者一般への悪影響，③情報収集及び外交工作事務一般へ

の萎縮効果など荒唐無稽な主張を展開し，論証抜きに法 5 条 3 号の不開示事由

が存在すると述べているにすぎない。 

 

５ 法５条６号の該当性について 

被告は上記主張をもとに，本件各情報は法５条６号の「国の機関が行う事務に

関する情報であって，公にすることにより，契約，交渉又は争訟に係る事務に関

し，国の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ」があると

も主張するので，念のためこの点について述べることにする。 

審査基準（乙１３号証２６頁以下）によれば，本件については，契約等に関す

る情報である入札予定価格等を公にすることにより公正な競争により形成され

るべき適正な額での契約が困難になり財産上の利益が損なわれたり，交渉や争訟

等の対処方針等を公にすることにより，当事者として認められるべき地位を不当

に害するおそれがある場合をいうとされている（なお，本号における「おそれ」

の概念も第３号と同じである）。 

したがって，まず，本件各情報が同号の「契約」や「争訟」に該当しないこと

は明らかである。被告の主張は，本件各情報が同号の「交渉」に該当すると主張

するものと解される。しかし，「国際機関との交渉」については第 3 号に規定が

存在するのであるから，第６号の交渉とは第３号で規定された「交渉」を含んで
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いないと解すべきである。 

仮に，第６号の「交渉」に「国際機関との交渉」が含まれているとしても，被

告がこの点について主張立証を尽くしていないことは既に述べたとおりである。 

 

６ いわゆる「五類型」と法５条１号該当性について 

いわゆる「五類型」に係る文書について，被告は，情報公開審査会の答申にか

んがみ，特定の個人を識別できる記述のうち公表慣行のない記述については法５

条１号に基づき不開示にしたと主張するので，念のためこの点について反論を行

うことにする。 

（１）まず，被告の不開示処分を大臣官房の報償費に関する行政文書開示決定等通

知書（乙１８号証の１）を例に見れば，被告は，行政文書の名称等として，「大

規模レセプション，酒類の購入及び日本画等の購入に係る支払証拠書類」と記

載し，不開示理由として「公にする法令又は慣行のない個人の氏名，住所，電

話番号等，個人を識別できる情報及び公にすることにより個人の権利利益を侵

害するおそれがある情報（情報公開法５条１号）」と記載するにすぎず，どの

文書の，どの部分が，どのような理由で１号の不開示事由に該当すると判断さ

れたのかさえ不明である。在米日本大使館（同号証の２），在仏日本大使館（同

号証の３），在フィリッピン日本大使館に関する各文書についても，ほぼ同様

の内容である。 

（２）次に，被告は，法５条１号に関し，「公表慣行のない記述」と主張しているが，

法５条１号は「慣行として公にされ又は公にすることが予定されている情報を

除く」と規定している。すなわち，法５条１号は，「慣行として公にされてい

る情報」または「慣行として公にされることが予定されている情報」は，仮に

個人情報に該当する場合にも不開示の対象にはならないと規定しているので

あって，この点に関する被告の主張や情報公開審査会の判断は，法の規定に基

づいたものとなっていない。 
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（３）そもそも，被告は，不開示事由にあたるというのであれば，少なくとも請求

された文書ごとに，自ら定めた審査基準（乙１３号証）である５条１号の要件

にあてはめ，不開示の理由を明確にすべきであるが，被告はこうした手続を一

切無視している。 

念のため法５条１号に関する審査基準の該当箇所（乙１３号証５～６頁）を

見ると，「『…慣行として公にされ，又は公にすることが予定されている情報』

とは，…（中略）…事実上の慣習として公にされていること又は公にすること

が予定されているものをいう。なお，『公にされ』とは，当該情報が現に公衆

が知りうる状態に置かれることをいい，現に公知（周知）の事実である必要は

ない。」，「『公にすることが予定されている』とは，将来に公にする予定（具

体的に公表が予定されている場合に限らず，求めがあれば何人にも提供するこ

とを予定しているものも含む。）のもとに保有されている状態をいう。ある情

報と同種の情報が公にされている場合に，当該情報のみ公にしないとする合理

的な理由がないなど，当該情報の性質上通例公にされるものも含む。」として

いる。そして，審査に当たっては，「行政文書の開示／不開示の決定に当たっ

ては，国民等からの請求に可能な限り応えることを原則」とし，「…情報公開

法では，個人識別型を採用している。ただし，個人識別型を採用した結果，本

来保護する必要性のない情報も含まれることになるから，公知の情報等個人に

関する情報の不開示情報から除かれるべきものを第一号において限定列挙し

ている。」とする（同７頁）。 

被告が不開示とした文書には，見積書，請求書や領収証類が多数含まれてい

るが，これらの文書は，審査基準にいう「具体的に公表が予定されている場合

に限らず，求めがあれば何人にも提供することを予定しているもの」であり，

「ある情報と同種の情報が公にされている場合に，当該情報のみ公にしないと

する合理的な理由がないなど，当該情報の性質上通例公にされるもの」にほか

ならない。この点からも，被告の主張は理由がない。 
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７ 被告の不開示処分について 

これまでに述べたことからも明らかなように，被告の不開示処分は，情報公開

法立法事実や主張立証責任の議論をすべて無視したものである。しかも，その判

断過程は，条文に規定された要件を無視し，行政手続法５条に基づき自ら制定し

た「審査基準」さえ履践していない。したがって，不開示処分が情報公開法５条

１号，３号及び６号の要件を満たしていないことは明らかだから，被告の不開示

処分は直ちに取り消されるべきである。 

また，本件不開示処分には，行政手続法８条が適用されるから，被告は不開示

処分の理由を明示する必要がある。しかしながら，すでに述べたように，被告の

不開示処分の理由はおざなりで不十分である。 

この点に関し，東京高等裁判所（平成１３年６月１４日判決。判例時報１７５

７号５１頁）は，「理由提示制度の趣旨にかんがみれば，許認可等の申請を拒否

する処分に付すべき理由としては，いかなる事実関係についていかなる法規を適

用して当該処分を行ったかを，申請者においてその記載自体から了知しうるもの

でなければならないというべきである。そして，当該行政処分が行政手続法５条

の審査基準を適用した結果であって，その審査基準を公にすることに特別の行政

上の支障がない場合には，当該処分に付すべき理由はいかなる事実関係について

いかなる審査基準を適用して当該処分を行ったかを，申請者においてその記載自

体から了知しうる程度に記載することを要すると解される。」とし，「行政手続法

の規定する重要な手続を履践しないで行われた処分は，当該申請が不適法なもの

であることが一見して明白であるなどの特段の事情のある場合を除き，行政手続

法に違反した違法な処分として取り消しを免れない」と判示している。 

被告の本件に関する処分は，上記裁判例の要件にも達していないことも明白で

あるから，この点からも取り消されるべきである。 

以上 


